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※ 住民税は、道府県（都）民税と市町村（区）民税の合計です。

丌動産譲渡にかかる住民税は、除いてください。

【参考書類】

＊ 平成２２年度 給不所得等に係る市町村（区）民税・道府県（都）民税
特別徴収税額の決定・変更通知書

＊ 平成２２年度 市町村（区）民税・道府県（都）民税
税額決定・納税通知書

質問４ 平成２２年度の住民税の課税はありましたか。
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金額の千円未満は四捨五入し、右づめで記入してください。

千 百 十 一

万 千円

あてはまる番号に○をつけ、
１に○をつけた方は金額も記入してください。

2 課税なし

1 課税あり


